
◎ 第３期重点的撤去区域（平成25年4月1日設定）の状況
（西川 新西川橋下流端～島津橋下流端）

●島津橋から下流方向 ●新西川橋から上流方向
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●H26.3.17付けで監督処分を行っており、今後も行政処分を進め、最終的に残った船は「行政代執行」となる。



1.国管理区間における係留船隻数の推移

約23%減
112隻減

H24 → H25

H 22→H 25
３３３隻減

対策実施

平成２５年９月の実態調査結果について



平成２２年から平成２５年までの間に全体で369隻の係留船が減少している。

2.対策開始以降３年間の係留船隻数の推移（国管理区間＋県管理区間）



4.重点的撤去区域別にみる５年間の比較

3.河川別にみる５年間の比較


